
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 協議会・運営部会・作業部会の関係（役割、検討対象、構成員） 

 

    

 

【運営部会の役割】 

・各地域の運行状況の評価・検証結

果、運行内容見直し案の共有 

・各地域における利用促進策の共有 

・運行システムに関する意見交換 

 

【検討対象】 

 

 

 

【構成員】 

・地域 

・運行事業者 

・システム運営会社 

・福祉団体（高齢者や福祉の団体） 

 など 

 
AI デマンド交通運営部会 

【協議会の役割】 

・道路運送法に基づく地域の実情に応

じた乗合旅客運送の内容等に関する

協議 

・地域公共交通活性化再生法に基づく

地域公共交通計画の策定や実施に必

要な協議 

【検討対象】 

 

 

 

 

 

 

 

【構成員】 

・市民 

・地域 

・交通事業者 

・交通管理者 

・道路管理者 

・学識経験者 

・行政機関 など 

地域公共交通活性化協議会 

公共交通ネットワーク 

基幹交通（路線バス等） 

地域間交通（コミュニティバス） 

地域内交通（AI デマンド交通） 

など 

報告 

承認 

アドバイス 

作業部会（＝各エリアの既存会議体） 

【作業部会の役割】 

・エリアごとのAI デマンド交通の運行状況の検証 

・利用促進策の協議（（例：AI デマンド交通の新規ユーザーを獲

得するための方策） 

【検討対象】 

 
 

【構成員】 

・地域（高齢者、子育て層、町会長など） 

・行政機関 など 

情報共有 報告 

 地域内交通（AI デマンド交通） 


